
新旧対照表 

新 旧 

 

岐阜県指定障害福祉サービス事業所等における 

事故等発生時の報告事務取扱要領 

 

                                                         

制  定：平成３１年４月１日 

 一部改正：令和２年１１月 1 日 

 一部改正：令和７年１１月 1 日                                                        

                                                        

岐阜県健康福祉部障害福祉課 

                                                                 

１ 目的 

 （略） 

２ 対象施設・事業所 

  報告の対象となる事業所等は以下のとおりとする。 

（１）岐阜市を除いた県内市町村に所在する以下の施設等   

・障害者支援施設 

   ・障害福祉サービス事業所 

    居宅介護事業所 重度訪問介護事業所 同行援護事業所 行動援

護事業所 重度障害者等包括支援事業所 短期入所事業所 療養

介護事業所 生活介護事業所 自立訓練事業所 就労選択支援事

業所 就労移行支援事業所 就労継続支援事業所 共同生活援助

事業所 就労定着支援事業所 自立生活援助事業所 

 

岐阜県指定障害福祉サービス事業所等における 

事故等発生時の報告事務取扱要領 

 

                                                         

制  定：平成３１年４月１日 

一部改正：令和２年１１月 1 日 

                                                         

                                                        

岐阜県健康福祉部障害福祉課 

                                                                 

１ 目的 

 （略） 

２ 対象施設・事業所 

  報告の対象となる事業所等は以下のとおりとする。 

（１）岐阜市を除いた県内市町村に所在する以下の施設等   

・障害者支援施設 

   ・障害福祉サービス事業所 

    居宅介護事業所 重度訪問介護事業所 同行援護事業所 行動援

護事業所 重度障害者等包括支援事業所 短期入所事業所 療養

介護事業所 生活介護事業所 自立訓練事業所         

   就労移行支援事業所 就労継続支援事業所 共同生活援助

事業所 就労定着支援事業所 自立生活援助事業所 



   ・一般相談支援（地域移行支援、地域定着支援）事業所 

   ・障害児通所支援事業所 

    児童発達支援事業所 放課後等デイサービス事業所 居宅訪問型

児童発達支援事業所 保育所等訪問支援事業所    児童発達

支援センター               

    ※岐阜市に所在する児童発達支援センターについては、岐阜 

     市の他、県に対しても報告を行うこと。 

・地域活動支援センター 

   ・福祉ホーム 

（２）県内市町村に所在する以下の施設等 

   ・障害児入所施設     

    福祉型障害児入所施設 医療型障害児入所施設 

３ 報告先 

   事業所等は、下記 4 に該当する事故等が発生した場合、次に掲げる機

関へ報告すること。 

（１）県 

所管する県事務所福祉課又は岐阜地域福祉事務所（以下「県事務

所福祉課等」という。） 

ただし、県立施設、地域活動支援センター及び福祉ホームについ

ては、県庁障害福祉課へ報告すること。 

 （２）市町村 

    事業所の所在する市町村 

    ただし、報告対象の利用者の支給決定市町村が事業所の所在する

市町村と異なる場合は、支給決定市町村にも併せて報告すること。

（後述５の（３）様式２－１及び（５）に係る報告を除く。） 

   ・一般相談支援（地域移行支援、地域定着支援）事業所 

   ・障害児通所支援事業所 

    児童発達支援事業所 放課後等デイサービス事業所 居宅訪問型

児童発達支援事業所 保育所等訪問支援事業所 福祉型児童発達

支援センター 医療型児童発達支援センター 

※岐阜市に所在する児童発達支援センターについては、岐阜 

市の他、県に対しても報告を行うこと。 

・地域活動支援センター 

   ・福祉ホーム 

（２）県内市町村に所在する以下の施設等 

   ・障害児入所施設     

    福祉型障害児入所施設 医療型障害児入所施設 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 報告の範囲 

                               

                               

                               

                

（１） ～（５） （略） 

５ 報告期限及び報告事項 

 （略） 

６ 対応方法 

 【事故等の場合】 

（１） （略） 

（２） 対応イメージ図 

  ※⑦報告 

   以下に掲げる施設等のみ 
 

   【障害者支援施設】      

                   県立みどり荘 

県立はなの木苑 県立幸報苑 県立陽光園 県立三光園 

県立サニーヒルズみずなみ 県立白鳩学園（短期入所） 

【障害児入所施設】 

県立ひまわりの丘第一学園 希望が丘こども医療福祉センター 

【   児童発達支援センター】 

希望が丘こども医療福祉センター児童発達支援センターきらり 

【地域活動支援センター】 【福祉ホーム】 

 

 以下略 

３ 報告の範囲 

  事業所等は、次の場合､所管する県事務所福祉課又は岐阜地域福

祉事務所（以下「県事務所福祉課等」という。）へ、県立施設、地

域活動支援センター及び福祉ホームについては県庁障害福祉課へ

報告すること。 

（１） ～（５） （略） 

４ 報告期限及び報告事項 

 （略） 

５ 対応方法 

 【事故等の場合】 

（１） （略） 

（２） 対応イメージ図 

  ※⑦報告 

   以下に掲げる施設等のみ 
 

   【障害者支援施設】      

県立ひまわりの丘第二・第三・第四学園、県立みどり荘 

県立はなの木苑 県立幸報苑 県立陽光園 県立三光園 

県立サニーヒルズみずなみ 県立白鳩学園（短期入所） 

【障害児入所施設】 

県立ひまわりの丘第一学園 希望が丘こども医療福祉センター 

【医療型児童発達支援センター】 

希望が丘こども医療福祉センター児童発達支援センターきらり 

【地域活動支援センター】 【福祉ホーム】 

 

 以下略 
 


